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1

案

内

●
特
別
定
額
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

　
国
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
緊
急
経
済
対
策
」
を
受
け
て
、

一
人
当
た
り
10
万
円
を
給
付
す
る
特

別
定
額
給
付
金
の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　
世
帯
主
宛
て
に
申
請
書
を
郵
送
し

て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
申
請
を
し
て

い
な
い
人
は
、
早
め
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
期
限
＝
８
月
17
日（
月
）

問
市
特
別
定
額
給
付
金
専
用
電
話

☎
 22
‐
０
５
２
９

●
年
金
受
給
者
の
生
計
維
持

確
認
届
書
な
ど
の
提
出

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
提
出
が
猶
予
さ
れ
て

い
た
届
書
は
、
緊
急
事
態
宣
言
の
解

除
な
ど
を
踏
ま
え
、
提
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
対
象
の
人
に
は
日
本
年

金
機
構
か
ら
、
案
内
通
知
が
届
き
ま

す
の
で
、
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

【
生
計
維
持
確
認
届
・
現
況
届
】

①
提
出
期
限
が
令
和
２
年
２
月
末
日

〜
６
月
末
日
ま
で
で
あ
っ
た
人
は
７

月
末
日　
②
提
出
期
限
が
令
和
２
年

７
月
末
日
以
降
の
人
は
誕
生
月
末
日

（
変
更
な
し
）
※
期
限
ま
で
に
未
提

出
の
場
合
は
、
年
金
の
支
払
い
が
一

時
止
ま
り
ま
す
。

【
障
害
状
態
確
認
届
（
診
断
書
）】

提
出
期
限
が
令
和
２
年
２
月
末
日
〜

令
和
３
年
２
月
末
日
ま
で
の
人
は
、

１
年
間
延
長
と
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
…

▼
提
出
方
法
＝
市
民
課
窓
口
、
各
支

所
へ
持
参
又
は
郵
送

問
市
民
課
（
本
庁
１
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
‐
２
１
０
１

●
ヘ
ル
ス
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
や
フ
ォ
ー

ム
の
確
認
、
靴
の
履
き
方
な
ど
が
一

目
で
わ
か
る
「
筑
西
市
ヘ
ル
ス
ロ
ー

ド
マ
ッ
プ
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
ぜ

ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
設
置
場
所
＝
健
康
増
進
課
窓
口
、

各
支
所
、
公
民
館
な
ど

問
健
康
増
進
課
（
本
庁
２
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
22
‐
０
５
０
６

市役所窓口　休日・延長業務の再開
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止して
いた休日窓口業務と窓口延長業務は、６月から業務
を再開しています。

▶日時＝毎月第２・第４日曜日 午前８時 30分～正午
▶場所＝市民課窓口（本庁１階）
▶取扱業務＝ 住民票、戸籍証明、税証明など一部の

証明書発行

▶日時＝毎週木曜日　午後５時 15分～７時　
▶場所＝本庁１階　
▶取扱業務＝ 証明書発行、各種申請の受付など

市民課 ☎２４-２１０１　収税課 ☎ ２４-２３１６

市民課 ☎２４-２１０１
　収税課 ☎ ２４-２３１６
　医療保険課 ☎ ２４-２１０３

こども課 ☎２４-２１０４
会計課 　☎ ２４-２１６６

休日窓口業務

提 出 方 法

窓口延長業務

ホームページからも
ご覧いただけます

パブリックコメント
あなたのご意見をお聞かせください

指定の様式に意見を記入のうえ、募集期間中に、環
境課へ直接持参、郵送、FAX又はメールで
※ 様式は閲覧窓口に設置のほか、市ホーム
ページでダウンロードできます。

一般廃棄物処理基本計画（案）意見
◆募集期間

◆閲覧場所
　 環境課、市民協働まちづくりサロン（アルテリオ）、
各支所、川島出張所、市ホームページ

環境課　☎２４ ‐２１３０　 ２４ ‐２２７４
environ@city.chikusei.lg.jp

◆対象　市内在住、在勤、在学の人、市内に事務所
　　　　　又は事業所がある法人、その他の団体など

７月10日（金）～31日（金）
午前８時30分～午後５時15分
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時
〜　
▼
場
所
＝
中
央
図
書
館
お
は

な
し
コ
ー
ナ
ー　

▼
内
容
＝
絵
本

『
り
ゆ
う
が
あ
り
ま
す
』、『
と
ん
で

も
な
い
』、
紙
芝
居
『
お
た
ま
た
ま

ご
ろ
う
』、
折
り
紙

申
問
あ
す
な
ろ
の
会　
手
面

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
‐
４
５
４
７

相

談

●
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め

の
栄
養
相
談

　
栄
養
士
が
体
重
や
血
圧
な
ど
に
つ

い
て
、
食
事
の
改
善
方
法
を
ア
ド
バ

イ
ス
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
８
月
５
日
・
19
日
（
水
）

午
前
９
時
30
分
〜　
▼
場
所
＝
健
康

増
進
課
窓
口　

※
相
談
無
料
、
要
予
約

申
問
健
康
増
進
課
（
本
庁
２
階
）

☎
22
‐
０
５
０
６

●
新
学
齢
児
の
就
学
相
談

　
心
や
か
ら
だ
、
こ
と
ば
の
発
達
に

心
配
の
あ
る
お
子
さ
ん
に
は
、
早
期

の
支
援
が
大
切
で
す
。

　
ま
ず
は
電
話
で
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

▼
場
所
＝
指
導
課　
▼
対
象
＝
令
和

３
年
４
月
に
小
学
校
入
学
予
定
の
お

子
さ
ん
の
保
護
者　
▼
持
参
品
＝
母

子
手
帳
、
療
育
手
帳
な
ど　
▼
申
込

※
現
地
集
合
、
現
地
解
散　
▼
場
所

＝
茨
城
県
立
児
童
セ
ン
タ
ー
こ
ど
も

の
城
（
大
洗
町
）
▼
対
象
＝
全
日
程

参
加
で
き
る
人
で
、
県
内
に
居
住
の

年
長
〜
中
学
２
年
生
の
母
子
家
庭
の

親
子　
▼
定
員
＝
80
人　
※
定
員
を

超
え
た
場
合
は
抽
選　
▼
費
用
＝
１

世
帯
５
０
０
円　
▼
申
込
方
法
＝
８

月
14
日
（
金
）
ま
で
に
電
話
で　

申
問
（
社
福
）
茨
城
県
母
子
寡
婦

福
祉
連
合
会

　
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
８
４
９
７

●
筑
西
母
親
ク
ラ
ブ

【
か
わ
い
く
作
ろ
う
！
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
】

▼
日
時
＝
７
月
24
日
（
金
）
午
前
10

時
〜
11
時
30
分　
▼
定
員
＝
10
組

【
親
子
で
わ
っ
し
ょ
い
夏
ま
つ
り
】

▼
日
時
＝
８
月
７
日
（
金
）
午
前
10

時
〜
11
時　
▼
定
員
＝
15
組

い
ず
れ
も
…

▼
場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ

（
ス
ピ
カ
ビ
ル
６
階
）
▼
対
象
＝
乳

幼
児
と
そ
の
保
護
者　
※
参
加
費
無

料
。
詳
細
は
、LIN

E

で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
。

問
筑
西
母
親
ク
ラ
ブ　
大
谷

☎
０
９
０
‐
６
５
４
７
‐
３
４
１
４

●
読
み
聞
か
せ

「
あ
す
な
ろ
の
会
」

▼
日
時
＝
７
月
26
日
（
日
）
午
後
２

〜
30
日
（
木
）、
電
子
申
請
：
７
月

13
日
（
月
）
〜
27
日
（
月
）

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

申
問
（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
茨
城
県
支
部

　
☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
１
１
５
０

イ
ベ
ン
ト

●
母
親
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
企
画

子
育
て
支
援
企
画

【
ア
ロ
マ
芳
香
剤
作
り
体
験
】

▼
日
時
＝
７
月
30
日
（
木
）

【
耳
つ
ぼ
ジ
ュ
エ
リ
ー
体
験
】

▼
日
時
＝
７
月
31
日
（
金
）

い
ず
れ
も
…

▼
時
間
＝
午
前
10
時
〜
11
時
30
分　

▼
場
所
＝Tea Room

 Jasm
ine 

（
川
澄
）
▼
申
込
方
法
＝
電
話
で

※
要
予
約　

申
問
N
P
O
法
人
い
ち
な
ご
み　
市
塚

☎
０
９
０
‐
４
８
１
０
‐
９
８
５
１

●
親
子
す
こ
や
か
宿
泊

研
修
事
業

　
県
内
の
母
子
家
庭
の
親
子
が
、
広

く
地
域
を
超
え
て
交
流
と
楽
し
い
体

験
を
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
９
月
21
日（
月
・
祝
）午
後

2
時 

〜 

22
日（
火
・
祝
）午
後
1
時

集
し
ま
す
。

▼
場
所
＝
中
小
学
童
ク
ラ
ブ（
中
舘
）

▼
時
給
＝
９
０
０
円
（
研
修
期
間
中

８
５
０
円
）
▼
申
込
方
法
＝
履
歴
書

を
郵
送　

※
面
接
あ
り
。
詳
し
く
は
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
問
中
小
学
校
内　

中
小
学
童
ク

ラ
ブ　
本
橋

☎
０
８
０
‐
９
３
８
２
‐
０
３
３
５

〒
３
０
８
‐
０
０
０
５

筑
西
市
中
舘
１
１
２
２
‐
１

●
夏
休
み

「
小
学
生
学
び
の
ひ
ろ
ば
」

　
教
職
員
Ｏ
Ｂ
が
、
個
別
に
学
習
支

援
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時
＝
８
月
３
日
（
月
）
〜
７
日

（
金
）
午
前
９
時
〜
正
午　
▼
場
所

＝
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
二

木
成
）
▼
対
象
＝
市
内
在
住
の
小
学

生　
▼
定
員
＝
１
日
30
人　
▼
持
参

品
＝
学
習
用
具
、
飲
み
物
、
上
履
き　

▼
申
込
方
法
＝
７
月
30
日
（
木
）
ま

で
に
電
話
で　
※
参
加
費
無
料

申
問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
地
球
の
保
健
室　
高
久

☎
０
９
０
‐
１
０
３
４
‐
０
１
１
７

●
危
険
物
取
扱
者
試
験

【
甲
種・乙
種(

第
１
〜
６
類)

・丙
種
】

▼
日
時
＝
10
月
18
日
（
日
）
▼
場
所

＝
筑
西
広
域
消
防
本
部
ほ
か　
▼
申

込
方
法
＝
郵
送
：
７
月
16
日
（
木
）

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で

の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
休
止

　

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た

め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の
コ

ン
ビ
ニ
交
付
を
次
の
期
間
休
止
し
ま

す
。

▼
期
間
＝
７
月
23
日
（
木
・
祝
）
〜

26
日
（
日
）

問
市
民
課
（
本
庁
１
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
‐
２
１
０
１

●
国
民
健
康
保
険
税
の
問
い

合
わ
せ

　
７
月
中
旬
に
「
令
和
２
年
度
国
民

健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
」
を
発
送

し
ま
す
。

　
例
年
、
発
送
翌
日
か
ら
約
１
週
間

は
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
ご
不
明
な
点
は
電
話

又
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

※
回
答
に
数
日
を
要
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
医
療
保
険
課(

本
庁
１
階)

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
‐
２
１
０
３

募

集

●
中
小
学
童
ク
ラ
ブ
指
導
員

　
夏
休
み
期
間
の
児
童
指
導
員
を
募



3

方
法
＝
電
話
で
予
約

申
問
指
導
課
（
本
庁
３
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
22
‐
０
１
８
４

●
筑
西
地
方
家
族
会

　
親
・
夫
・
妻
・
子
ど
も
・
き
ょ
う

だ
い
な
ど
の
心
の
病
気
で
悩
ん
で
い

る
人
は
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

【
相
談
支
援
】

▼
期
日
＝
８
月
19
日
（
水
）

【
交
流
会
】

▼
期
日
＝
８
月
25
日
（
火
）

い
ず
れ
も
…

▼
時
間
＝
午
後
１
時
〜
３
時　
▼
場

所
＝
市
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
N
P
O
法
人
つ
ば
さ
（
小
林
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
又
は
F
A
X

で　
※
開
催
期
日
が
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
開
催
予
定
日

の
前
日
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
筑
西
地
方
家
族
会　
古
池

　
　
　
　
　
　
☎
FAX
52
‐
２
７
４
３

●
無
料
税
務
相
談

　
税
に
関
す
る
こ
と
な
ら
、
何
で
も

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
８
月
５
日
・
19
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分　
▼
場

所
＝
ス
ピ
カ
ビ
ル
２
階
２
０
４
会
議

室　
※
予
約
不
要
、
直
接
会
場
へ

問
関
東
信
越
税
理
士
会
下
館
支
部

横
井　
　
　
　
　
☎
32
‐
５
１
２
５

令和３年度　固定資産税・都市計画税の軽減措置
　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減
少している中小事業者等（中小事業者「個人事業」
と中小企業者「法人」）に対して、令和３年度の１年
分に限り固定資産税・都市計画税の軽減を行います。

・設備などの償却資産及び事業用家屋に対する
　固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

■  軽減対象

【中小事業者（個人事業）】
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
【中小企業者（法人）】
資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人及
び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が
1,000人以下の法人（大企業の子会社除く）

令和２年２月～10月の任意の連続する３か月の
期間の事業収入が前年同時期と比べて下記のとお
り減少する

※ 売上高、海運業収益、介護保険事業収益、保育事
業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外
収益は含まない。

■  軽減割合

事業収入※ 軽減割合
 30%以上50%未満減少 １/２

 50%以上減少 全額

■  申請の流れ

①認定経営革新等支援機関などで次のことを依頼する
　１.中小事業者等（個人、法人）であることの確認
　　【個人について】
　　 ●常時使用する従業員が1,000人以下である旨
の誓約書　●性風俗関連特殊営業を行っていな
い旨の誓約書で確認

　　【法人について】
　　 ●資本金を登記簿謄本の写しなど　●大企業の
子会社でない旨の誓約書　●性風俗関連特殊営
業を行っていない旨の誓約書で確認

　２.  事業収入の減少の確認
　　  令和２年２月～10月までの連続する３か月の

期間の事業収入が前年同期間に比べ30%以上
減少していることを会計帳簿などで確認

　３. 特例対象家屋の居住用・事業割合の確認
　　  特例の対象資産は事業用の部分を所得税青色・

白色申告決算書、収支内訳書などで確認

③市町村へ軽減申請
　　 認定経営革新等支援機関などが確認した証明書
及び同機関に提出した書類一式と必要事項を、
令和３年1月１日～31日までに申請する

②確認書の発行を受ける

■  申請方法

問課税課（本庁２階）　☎２2 - ０５２７

申請様式、必要書類に関しては、詳細が決まり次第お知らせします。
詳しくは、関連のホームページをご覧ください。

中小企業
関連HP

認定経営
革新等支
援機関HP

特殊な償却資産（２つ以上の市町村にまたがるも
のなど）は、総務大臣又は県知事に申請。

認
定
経
営
革
新
等

支
援
機
関
な
ど

中
小
事
業
者
等

市
町
村

③軽減申請

①確認依頼

②確認書発行
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マスク着用により
熱中症のリスクが高まります

熱中症予防×新型コロナ感染防止

マスクを着けると皮膚からの熱が逃げ
にくくなったり、気付かないうちに脱
水になったりするなど、体温調整がし
づらくなってしまいます。暑さを避け、
水分を摂るなどの「熱中症予防」とマ
スク、換気などの「新しい生活様式」
を両立させましょう。

熱中症を防ぐために
マスクをはずしましょう

暑さを避けましょう のどが渇
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
いていなくても

マスク着用時は

屋外で
人と２m以上
離れている時

・激しい運動は避けましょう

・のどが渇
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
いていなくても

こまめに水分補給をしましょう

・気温・湿度が高い時は
　特に気をつけましょう

・涼しい服装、日傘や帽子
・少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所へ
・涼しい室内に入れなければ外でも日陰や風通し
　の良い場所へ

ウイルス
感染対策は
忘れずに

こまめに水分補給しましょう

・１時間ごとにコップ１杯
・入浴前後や起床後もまずは水分補給をしましょう
・大量に汗をかいた時は塩分補給も
　忘れずにしましょう

１日あたり
１.２ℓを目安に

ペットボトル
500㎖ 2.5本

コップ約６杯

エ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
アコンの使用中も 暑さに備えた体づくりと

こまめに換気をしましょう 日頃から体調管理をしましょう

注意
一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を
循環させるだけで、換気は行っていません

・ 暑さに備え、暑くなり始めの時期から、無理
のない範囲で適度に運動（やや暑い環境で、
ややきついと感じる強度で毎日30分程度）

・ 毎朝など、定時の体温測定と健康チェック
・体調が悪い時は、無理せず自宅で静養

・ 窓とドアなど２
か所を開ける
・ 扇風機や換気扇
を併用する
・ 換気後は、エア
コンの温度を
　 こまめに再設定
する

２m
以上

２m
以上

十分な距離
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事業者の「家賃支援」に関する補助金
事業者の事業継続を下支えするため、事務所・店舗などに充てるための家賃の支援を行います。
申請書類は、市ホームページからダウンロード又は商工振興課、各支所、川島出張所でも配布
しています。

上記に掲載した、国の「家賃支援給付金」に該当しない事業者に対して、市独自に家賃支援を行います。

飲食店などの感染症対策を支援します（市独自）
市内にある飲食店などが、感染症対策のために設置した（又は設置する）設備の費用を支援します。
申請書類は、市ホームページからダウンロード又は商工振興課、各支所、川島出張所でも配布し
ています。

▶対 象 者 ＝ 市内に住所（本社）があり、市内で飲
食店などを運営する個人事業主又は中
小企業者（対象施設：飲食店、料理店、
喫茶店、居酒屋など）

　　　　　　 ※食品営業許可証（飲食店営業又は喫
茶店営業の記載があるもの）の交付を
受けている事業者で風俗営業などの規
制を受けていないこと。

▶補 助 額 ＝ １事業者申請１回限り、上限 10万円ま
で全額補助（千円未満切捨て・消費税
を除く）

▶申請期限＝  10 月 31 日（土）まで（当日消印有効）
　　　　　　※支払いと設置が完了したもの

▶申請方法＝ 次の書類をそろえて、原則郵送で申請
してください。

① 飲食店等新型コロナウイルス感染症対策補助金交
付申請書兼請求書
② 領収書・レシートの写し等の補助対象経費の内容
が分かるもの
③飲食店内の設備の状況が分かる写真（近景、遠景）
④食品営業許可証の写し
⑤申請者名義の通帳の写し
⑥申請者本人の確認ができる書類の写し
⑦誓約書兼同意書
⑧市町村税納税証明書（完納証明書）

▶対象者＝ 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個
人事業者などで、令和2年5月から12月
において次のいずれかに該当する事業者　

① 1か月の売上高が前年同月比で50％以上減少　
②連続3か月の売上高が前年同期比で30％以上減少

▶対象者＝ 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和２年２月から７月のうち連続する３
か月の売上高が、前年同月と比較して
15％～30％未満減少したこと。

※ 創業後１年未満で令和元年12月末以前に開業した
店舗は、令和２年２月～７月のうち連続する３か
月と、前年の連続する３か月又は12月の売上高と
比較して15％～30％未満減少していること。

▶給付額＝１事業者につき一律10万円　
▶申請期限＝10月31日（土）まで（当日消印有効）　
▶申請方法＝ 申請書に必要書類を添えて、原則郵送

で申請してください。
※ 提出する書類など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

問 商工振興課（本庁３階）☎54-7011

問 商工振興課（本庁３階）☎54-7011

飛沫防止アクリル板、透明ビニールカーテン、非接触型自動水栓
（蛇口）、換気扇、空気清浄機、人感センサー付き照明器具、店内
に必要な網戸、自動消毒液噴霧器（ノータッチ式ディスペンサー）、
非接触体温計など

対象
設備

家賃支援給付金（国）

感染症対策中小企業者等家賃支援補助金（市独自）

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

▶給付額＝ 申請時の直近の支払家賃の2／3（上限：
法人50万円／月、個人事業主25万円／月）
を６か月分給付。複数店舗を所有する場
合にはさらに加算があります。

※詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

市補助金
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■多くの人が参加する場での感染対策の例
❶人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施
❷クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避
❸感染が発生した場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力など

市民のみなさんが主催するイベントな
どの開催については、この基準を参考
に判断していただき、実施する場合に
は感染防止策の徹底をお願いします。
なお、この基準は新型コロナウイルス
感染症の、今後の拡大状況などに応じ
て見直していきます。

開 催 基 準

■人と人との距離を十分に確保
　【屋内イベント】 収容定員50%以下とする
　【屋外イベント】 人と人との距離を十分に

確保する（２m程度）

■スタッフ・参加者のマスク着用、
　うがい・手洗い、検温の徹底
　マスクの着用は熱中症リスクを高める場
合もあるため、屋内では熱中症対策を取り
ながらマスクを着用し、屋外では人との距
離が十分に確保できる場合には、必ずしも
マスクを着用しなくてもよい。
　また、屋内、屋外を問わず、熱中症を防
止するため、適宜、水分補給やマスクを外
して休憩するとともに、マスクを着用して
の強い負荷を避けるようイベント内容を見
直す。
　発熱、息苦しさ・強いだるさ、咳・咽頭
熱など症状がある参加者などには、参加を
自粛するよう要請する。

■  大声での発声や歌唱、声援、至
近距離での会話を控えることの
周知

感染対策としてこれら３つの密を避ける
よう徹底する。

問  観光振興課（本庁３階）☎２０-１１６０

市が主催する
イベントなどの
「開催基準」を
見直しました

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

■  参加者名簿の作成
　感染者又は濃厚接触者が判明した場合、
感染経路特定のため、参加者全員の氏名・
住所・電話番号記載の名簿を作成する。

感
染
防
止
対
策

詳しくは
市ホームページを
ご覧ください

■  室内換気の徹底

①換気の悪い密閉空間　
②人が密集している　
③   近距離での会話や発声が行われる
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８月の体育館トレーニング室利用者講習会

▶日時＝① 12日・26日（水）午前 9時 30分～
　　　　②７日・28日（金）午後 7時～
　　　　③９日・30日（日）午後１時 30分～
 申問下館総合体育館☎ 2８ - ５０４０

いずれも…
▶対　象＝高校生以上　
▶定　員＝各回先着 10人（１度に２人まで申し込み可）
▶持参品＝体育館用シューズ、運動のできる服装　
▶費　用＝310円（高校生 210円）※当日徴収　
▶申込み＝７月 28日（火）から電話で

▶日時＝①７日（金）午前 9時 30分～
　　　　②９日（日）午前 10時 30分～
　　　　③ 11日（火）・26日（水）午後７時～
 申問協和の杜体育館☎ 5 7 - ６６００

トレーニング室を利用するには講習会の受講が必要です。

納期限：７月３1日（金）

７ 月 の 納 付

虐待から子どもを守ろう！！
※秘密厳守
※無料

【母子保健課・家庭児童相談室】
☎２４-２６１２
【筑西児童相談所】
☎２４-１６１４
【児童相談所全国共通ダイヤル】
☎１８９
【いばらき虐待ホットライン】24時間
☎０２９３-２２-０２９３

虐待かな？
と思ったら
迷わず連絡を！

消費生活センターに相談を！！
　あなたの暮らしの中にある、消費者
トラブル解決のお手伝いをします。
　振り込め詐欺、多重債務などの消費
者問題の相談を行っています。一人で
悩まず、相談してください。
▶相談時間＝平日午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　　　※当面の間、電話相談のみとなります。
消費生活センター　☎２１-０７４５

□心配ごと無料相談 ※よろず相談承ります。
※秘密厳守

区分 一般・電話相談 法律相談

相談日時 ８月20日（木）
午後１時～４時

８月７日（金）
午前10時～正午

相談会場 市総合福祉センター（小林）

相談員 民生委員 弁護士

申込み 来訪順
【要予約】

７月17日（金）
午前９時～

市内在住者、先着5人

問い合わせ 直通ダイヤル
☎25-6141

社会福祉協議会
☎22-5191

□女性相談（祝日休み）※秘密厳守　※要予約　※無料
相談日 毎週月曜日 毎週木曜日
相談時間 午前９時30分～正午 午後１時30分～４時
相談員 女性の専門相談員

相談内容 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、
夫婦関係、セクシャルハラスメントなど

相談予約 ☎24-2613（直通）
※上記の時間以外は母子保健課に転送

問い合わせ 母子保健課☎24-2115

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
問 下館総合体育館　☎ 2８ - ５０４０

市体育施設  ８月の休館日 休館日＝■色

お礼とご報告

善意銀行 ～市社会福祉協議会へ～

渡辺マサ子様…10,000円　　（６月15日現在）

災害義援金・救援金を受け付けています

東日本大震災義援金
平成28年熊本地震災害義援金
平成29年7月5日からの大雨災害義援金
平成30年７月豪雨災害義援金
令和元年台風第19号災害義援金

【受付場所】
社会福祉課（本庁２階）　☎２２-０５２５

※秘密厳守
※無料

固定資産税・都市計画税（２期）
問課税課（本庁２階）☎２２ｰ０５２７

国民健康保険税（１期）
後期高齢者医療保険料（１期）
問医療保険課（本庁１階）☎２４ｰ２１０３

□生活の困りごと無料相談（市）※秘密厳守
区分 人権 行政

相談日時 ８月13日（木）午前10時～正午

相談会場 本庁１階東側相談室

相談員 人権擁護委員
（法務大臣委嘱）

行政相談員
（総務大臣委嘱）

申込み 事前申込不要（来訪順に受付）

問い合わせ 人権推進課
☎24-2102

広報広聴課
☎24-2172

下館総合体育館トレーニング室

協和の杜体育館トレーニング室
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▶対象＝おおむね60歳以上　▶定員＝各先着30人　▶持参品＝
タオル、飲み物　※市内居住地区、回数にこだわらず、どの教
室にも月何回でも無料で参加できます。マスクを着用して、参
加してください。体調不良の場合はご遠慮ください。
問 高齢福祉課（本庁２階）　☎２２-０５２６

▶対象＝「均衡（バランス）のとれた体力づくり」に関心のあ
る人　▶定員＝各先着30人（あけの元気館のみ先着20人）
▶持参品＝バスタオル、タオル、飲み物、運動靴、上履き（ア
ルテリオ、あけの元気館を除く）※市内居住地区、回数にこだ
わらず、どの教室にも月何回でも　無料で参加できます。体調
不良の場合はご遠慮ください。
問 健康増進課（本庁２階）　☎２２-０５０６

健康づくり奨励単位認定事業／生涯学習奨励単位該当

発行/筑西市　編集/市長公室広報広聴課
〒308-8616 茨城県筑西市田中町丙360番地
☎0296-24-2111（代表）　メール kouhou@city.chikusei.lg.jp
公式ホームページ https://www.city.chikusei.lg.jp

８月の乳幼児健診など
健診の種類 期日・受付時間 会　場 対　象

１歳６か月児
健康診査

20日（木）
13：00～14：00

明野
保健センター

当初の対象者
とは異なりま
すので、個別に
通知します

25日（火）
13：00～14：00

下館
保健センター

３歳児
健康診査

18日（火）
12：45～14：00

下館
保健センター

26日（水）
12：45～14：00

明野
保健センター

マタニティ
クラス

※パパママ
クラス

17日（月）
13：00～13：10

明野
保健センター 妊婦さんと夫

健診の種類 期日・受付時間・対　象
３～４か月児
健康診査

今年度は開催を見合わせます。
相談のある人は、下記の育児相談などを利
用してください。

離乳食教室

１歳児
健康相談
２歳児歯科
健康診査

※会場で実施するものは、感染症対策に十分配慮して行います。
問 母子保健課（本庁１階）　☎２４-２１１５

８月の育児相談（要予約）
☆育児相談は予約制になりました。身長、体重も測定でき
　る個別相談をぜひ利用してください。
▶日　時＝ ８月５日（水）、21日（金）、31日（月）9:30～

11:00、13：30～15：00　※時間は予約の時に
お伝えします。

▶場　所＝子育て世代包括支援センター相談コーナー
　　　　　（本庁２階）
▶対　象＝乳幼児とその保護者　
▶持参品＝母子健康手帳、バスタオル
▶内　容＝身体測定、離乳食の進め方、子育て、発達につ
　　　　　いての相談など　
　　　　　※ 日程など都合が合わない場合は、別日でも相

談に応じますので、問い合わせてください。
申 問 母子保健課（本庁１階）　☎２４-２１１５

※掲載内容に変更があった場合は、ホームページなどでお知らせします。

８月のシルバーリハビリ体操教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下　
館

４日・18日（火）
13：30～15：00

アルテリオ

６日（木）・28（金）
10：00～11：30

市総合福祉センター（小林）
多目的ホール

関　
城

４日・18日（火）
10：00～11：30

ペアーノ
リハーサル室

５日・12日・19日・26日（水）
10：00～11：30

関本公民館
大ホール

明
野

３日・17日（月）
13：30～15：00

明野いきがいセンター
多目的ホール

協
和

５日・19日（水）
13：30～15：00

協和公民館
総合ホール

８月の健康運動教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下　
　
館

７日・21日（金）
13：30～15：00

アルテリオ
会議室Ａ

６日・20日・27日（木）
13：30～15：00

※６日は男性のみの教室
※20日は認知症予防体操教室

下館武道館１階

関
城

５日（水）
13：30～15：00

関本公民館
大ホール

明　
　
野

４日・25日（火）
13：30～15：00

あけの元気館
健康体操室

18日（火）
13：30～15：00 明野保健センター

５日・26日（水）
13：30～15：00 

※認知症予防体操教室
明野いきがいセンター
多目的ホール

協　
和

７日・21日（金）、24日（月）
13：30～15：00

※24日は男性のみの教室 協和ふれあいセンター
集会室28日（金）

10：00～11：30
※認知症予防体操教室

愛の献血
期　日 時　間 場　所

７月22日（水） 10：00～12：00
13：15～16：00 ホテルニューつたや

８月６日（木） 10：00～15：30 本庁１階東側
エレベーターホール

問 健康増進課（本庁２階）　☎２２-０５０６


